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木造軸組工法による耐火建築物 

 

耐火構造大臣認定書(写し)申込み・発行及び使用要領 
 

１．「木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル」資料編①、資料編②の運用規定及び運用

手順に準じて、（一社）日本木造住宅産業協会（以下、木住協）は耐火構造大臣認定書(写し)

等一式を、１棟ごとに発行します。 

 

２．耐火構造大臣認定書(写し)の発行申し込みは、発行代金をお振込みいただき、耐火構造大臣

認定書（写し）発行申請書「様式‐１会員用」または「様式‐１非会員用」をＨＰよりダウ

ンロードし、必要事項をご記入の上、振込領収書を添付してＦＡＸにてお申込み下さい。 

 

３．振込先  銀 行 名： 三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門中央支店 

口座番号： 普通預金 ５５４９３１５ 

       口 座 名： （一社）日本木造住宅産業協会 

 

４．発行代金及び送料 

  ・耐火構造大臣認定書(写し)（１時間耐火構造）のみ、あるいは、 

耐火構造大臣認定書(写し)（２時間耐火構造）のみ発行申請される場合は、 

    発行申請者が会 員： ５，５００円／セット（税、送料込み） 

   発行申請者が非会員：５５，０００円／セット（税、送料込み）となります。 

 

・耐火構造大臣認定書(写し) （１時間耐火構造）と（２時間耐火構造）をあわせて 

発行申請される場合は、 

    発行申請者が会 員： １１，０００円／セット（税、送料込み） 

発行申請者が非会員：１１０，０００円／セット（税、送料込み）となります。 

 

５．注意事項 

・耐火構造大臣認定書(写し)（Ａ４版）は、契約書添付用２部１セットとなります。 

耐火構造大臣認定書(写し)（２時間耐火構造）もあわせて発行申請される場合は、 

更に、耐火構造大臣認定書(写し)（２時間耐火構造）の２部１セットも送付します。 

 

・使用耐火構造大臣認定表（Ａ４版）は、確認申請添付用２部１セットとなります。 

耐火構造大臣認定書(写し)（２時間耐火構造）もあわせて発行申請される場合は、 

更に、耐火構造大臣認定書(写し)（２時間耐火構造）の２部１セットも送付します。 

 

・発行された耐火構造大臣認定書(写し)や使用耐火構造大臣認定表は、物件ごとに木住協

発行番号で管理します。耐火構造大臣認定書(写し)は物件を特定して発行されますので、

申請した物件が何らかの理由により建築中止になった場合は、耐火構造大臣認定書(写

し)及び使用耐火構造大臣認定表の返却が必要になります。返却確認後、次回ご利用され

る物件に振替えします。 

 

・「木造軸組工法による耐火建築物標準仕様書」（Ａ３版）、「木造軸組工法による耐火建築物

標準詳細図」（Ａ３版）「木造軸組工法による耐火建築物工事自主検査チェックリスト」

（Ａ３版）、建築確認済報告書・工事完了報告書「様式‐２」、月次進捗報告書「様式‐３」

も各１部同封されます。耐火構造大臣認定書(写し)（２時間耐火構造）も併せて発行申請

される場合は、標準仕様書（２時間耐火構造）、標準詳細図（２時間耐火構造）、自主検査

チェックリスト（２時間耐火構造）も送付します。 
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・構造計算適合性判定が必要な建築確認申請には、使用耐火構造大臣認定表を３部送付し

ますので、発行申請書の上部に✔点を記載して下さい。 

 

６．耐火構造大臣認定書(写し)を契約図書の一部にする際に下記の点に注意して下さい。 

・使用する大臣認定番号を、表紙の使用認定欄に✔を記載して下さい。 

・使用しない認定書(写し)の部分も切り離さずに表紙を含めて１部セットで添付して 

下さい。 

・表紙を含めて複写を添付することは禁止されています。 

 

７．使用耐火構造大臣認定表を建築確認申請に添付する際に下記の点に注意して下さい。 

・使用する大臣認定番号を、該当する使用認定欄に✔を記載して下さい。 

・複写を添付することは禁止されています。 

・必要に応じて「木造軸組工法による耐火建築物標準仕様書」「木造軸組工法による耐火建

築物標準詳細図」を建築確認申請図書として添付して下さい（コピー可）。 

 

８．申請者は当該物件の状況を、着工後、月次進捗報告書「様式‐３」にて報告して下さい。着

工日、上棟完了日を記載し、当月の該当する工事に〇を付け、提出日、報告者氏名を記載し、

木住協へＦＡＸにて報告して下さい。 

 

９．申請者は当該物件の建築確認済証交付後、速やかに建築確認済報告書・工事完了報告書「様

式‐２」に必要事項を記入の上、所定の提出書類とあわせて木住協へＦＡＸにて報告して下

さい。 

 

１０．申請者は当該物件の建築工事が完了後、速やかに確認済報告書・工事完了報告書「様式‐

２」に必要事項を記入の上、木住協へＦＡＸにて報告して下さい。完成外観写真（１枚以上）

のデータも送付（宛先：gijutu_k1018@mokujukyo.or.jp）して下さい。 

 

１１．「様式‐１」「様式‐２」「様式‐３」の書式は、必要に応じて木住協ホームページからダ

ウンロードして下さい。https://www.mokujukyo.or.jp/kensetsu/paper.php 

 

１２．現場案内について 

  耐火建築物の実例紹介や施工情報の写真紹介できる物件を募集しています。つきましては、

事務局関係者に建築現場をご案内いただけるか、実例集への写真掲載が可能か否かを「耐火

構造大臣認定書（写し）発行申請書「様式‐１会員用」または「様式‐１非会員用」の所定

の欄に記載してください。木住協より連絡させていただくことがありますので、ご了承くだ

さい。 
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◆耐火構造大臣認定書（写し）発行申請書「様式‐１会員用」または「様式‐１非会員用」 

・建築中止になった場合は、 
耐火構造大臣認定書(写し)及び 

使用耐火構造大臣認定書表の返却が必要。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆耐火構造大臣認定書(写し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆使用耐火構造大臣認定表 

・耐火構造大臣認定書(写し)表紙と同様 

に記入して建築確認申請に用いる。 

 

設計者は、講習会修了登録者で、 
建築確認申請書の設計者欄（代表とな

る設計者でなくても可）に記載される

方。 

発行申請者は、講習会修了登録者で、

設計・工事監理または施工のいずれか

の業務を行う会社の担当者とする。工

事完了月まで月次進捗報告ができる

方。 

工事監理者は、講習会修了登録者で、

建築確認申請書の工事監理者欄（代表

となる工事監理者でなくても可）に記

載される方。 

工事施工者は、建築確認申請書の工事

施工者欄に記載される会社名。 
工事自主検査実施者はその会社の 
講習会修了登録者に限る。 

発行申請書の設計者と同一人を記載。

確認申請の代表となる設計者でなく

ても可。 

発行申請書の発行申請者と同一人を

記載。その会社が分担する業務に〇を

記入。 

設計に使っている大臣認定番号に✔

を記入し契約図書の一部とする。 
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◆建築確認済報告書・工事完了報告書「様式‐２」 

 

・建築確認済報告書、工事完了報告書とも 

同じ用紙を使用する 

・工事完了報告時は、★印（赤字）の箇所 

を追記してＦＡＸにて提出 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆月次進捗報告書「様式‐３」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築確認済報告時には、大臣認定書

(写し)記入済表紙コピー、または使用

耐火構造大臣認定表のコピー、確認済

証、確認申請書の第一面～第四面を提

出する。 

工事完了報告時には、完成

外観写真データ（１枚以上）

もＥメールで送信する。 
可能な限り外観全景が入っ

た数百ＫＢ以上のもの。 耐火構造大臣認定書(写し)発行申請

書記載内容と変更があった場合は、 
・変更ありに✔を入れる 
・変更内容を記入 

その場合にも、講習会修了登録や建築

確認申請書の記載と整合性は必須。 

着工後、着工日と上棟完了日を記入

し、当月の該当する工事に✔を付け、

提出日、報告者氏名を記入しＦＡＸに

て提出する。 


